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■ 税務書類について 

 

A．所得税 

退職金は、退職所得控除を設けて他の所得と分離して課税されています。 

  

１．「退職所得の受給に関する申告書」の受理 （P12 参照） 

職員が退職した時は、「退職所得の受給に関する申告書」を必ず提出してもらってく

ださい。 

 ただし、死亡退職により遺族に対して支払われる退職金は、相続税等の対象となり

ます。 

 

 ２．「退職所得の源泉徴収票」（P32 参照） 

  退職一時金の支払者（共済契約者等）は、「退職所得の源泉徴収票」を 2 部作成し、

1 部は退職者へ交付し、1 部は税務署へ提出します。 

  ただし、退職者が法人の役員でない場合は税務署へ提出する必要はありません。 

  この「退職所得の源泉徴収票」は、福利協会で代理作成しています。 

 

３．退職所得税の納付 

  退職一時金の支払者（共済契約者等）は、支払の際、その退職手当等について所得

税を徴収し、その徴収する日の属する月の翌月 10 日（納期の特例を受けている場合

は、7 月 10 日、1 月 20 日）までに納付しなければなりません。 

  納付の手続きは「給与所得・退職所得等の所得税徴収税高計算書」によって行いま

す。 

  この場合、納付税額が０円であっても、退職手当等欄に、支払年月日・人員・支給

額を記載してください。同じ月に２回以上の支払があるときは最後の支払日を支払年

月日欄に記載してください。（納期の特例を受けている場合には、支払った最初と最後

の年月日を記載します。） 

 

≪参考≫ 
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http://www4.point.ne.jp/kenfukurikyoukai/6-17r4jimu.pdf
http://www4.point.ne.jp/kenfukurikyoukai/37-40r4jimu.pdf
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４．法定調書合計表 

  退職所得の源泉徴収票を提出する際には、合計表を添えて提出することになってい

ます。 

  提出は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」により翌年 1 月 31 日までに

行ってください。 

 

≪参考≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「Ⓐ退職手当等の総額」欄に、退職所得の源泉徴収票の提出を

しない者も含めてすべての受給者について記載します。 

   

②「Ⓑ、Ⓐのうち源泉徴収票を提出するもの」欄は、この合計表

とともに退職所得の源泉徴収票を提出する受給者(すなわち法

人の役員)について、その合計を記載します。 
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B．相続税 

 死亡による退職金は、相続税の課税対象となります。A．所得税（１～４）の手続きは

必要ありません。 

 相続税法上定められている法定書類は次のとおりです。 

 ただし、退職金額が１００万円以下の場合は不要となります。 

 

１．退職手当金等受給者別支払調書 

 

 退職手当金等の支払者は、退職手当等の受給者別に「退職手当金等受給者別支払調書」

を作成し、支払った月の翌月１５日までに、支払者の所轄税務署へ提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．退職手当金等受給者別支払調書合計表 

  

 「退職手当金等受給者別支払調書」を提出する際には、合計表を添えて提出すること

になっています。提出期限は、支払った月の翌月１５日までです。 
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［参考資料］令和 5 年分 源泉徴収税額表より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


